
階　　層　　区　　分

国の基準 市の基準 国の基準 市の基準 国の基準 市の基準 国の基準 市の基準

円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

9,000 5,800 6,000 3,900 6,000 3,900
(2,900) (1,950) (1,950)

19,500 13,600 16,500 11,500 16,500 11,500
(6,800) (5,750) (5,750)

30,000 21,000 27,000 18,900 27,000 18,900
(10,500) （保育単価限度） (9,450) （保育単価限度） (9,450)

44,500 33,400 41,500 29,100 41,500 25,600
(16,700) （保育単価限度） (14,550) （保育単価限度） (12,800)

61,000 48,800 58,000 30,000 58,000 26,000
(24,400) （保育単価限度） (15,000) （保育単価限度） (13,000)

61,000 52,000 58,000 31,000 58,000 26,200
(26,000) （保育単価限度） (15,500) （保育単価限度） (13,100)

80,000 72,000 77,000 32,000 77,000 26,600
(36,000) （保育単価限度） (16,000) （保育単価限度） (13,300)

104,000 79,000 101,000 33,000 101,000 27,000
(39,500) （保育単価限度） (16,500) （保育単価限度） (13,500)

★母子世帯等徴収基準額表（階層区分が第２、第３階層区分で、母子(父子)世帯、または身体障害者手帳、療育手帳、精神保健手帳の所持世帯が適用）

階層区分 国の基準 市の基準 国の基準 市の基準

第２階層区分
０円 ０円 ０円 ０円

第３階層区分
１８，５００円

１２，９００円
(６，４５０円) １５，５００円

１０，８００円
(５，４００円)

★第２階層区分から第７階層区分までの同一世帯（扶養義務者が同じ）で、２人以上の児童が入所している場合は、保育料の多子軽減制度が適用

　●多子軽減制度 ２人目の徴収
基準額

    →  各金額の下段に(　　)書きで表示。

３人目以降の徴
収基準額

　●多子軽減対象施設等
　場合も多子軽減の対象に含めます。

７３４，０００円以上

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及
び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国
後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世
帯

１０３，０００円以上
２５８，０００円未満

２５８，０００円以上
４１３，０００円未満

第１階層及び第４
～第７階層を除
き、前年度分の市
町村民税の額の区
分が次の区分に該
当する世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯

第９階層区分

第１階層を除き、
前年分の所得税課
税世帯であって、
その所得税の額の
区分が次の区分に
該当する世帯

第７階層区分

１０３，０００円以上
４１３，０００円未満

４０，０００円未満

第５階層区分

第６階層区分

第８階層区分

  ４０，０００円以上
１０３，０００円未満

４１３，０００円以上
７３４，０００円未満

３歳未満児 ３歳以上児

徴収基準額×1/2（10円未満切捨て）

０円

○保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、
  難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部
○児童デイサービスを利用

←就学前の兄姉が入所等している

第１階層区分

第２階層区分

第３階層区分

第４階層区分

平成２２年度　　丹　波　市　保　育　料　徴　収　基　準　額　表　　　（　月　額　）
下段(      )は半額軽減した保育料を表示。

３歳未満児 ３　歳　児 ４歳以上児


